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「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、
利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公
正に行われて、わたしたちの意思が政治に正しく反映される選挙
のことをいいます。
「明るい選挙」の実現のためには、一人でも多くの有権者が投

票に参加し、加えて選挙がきれいに行われることがたいせつです
が、それにもまして、わたしたち一人ひとりが代表者としてふさ
わしい人を選ぶ“目”を持つことが欠くことのできない要件です。
ところで「三ない運動」という言葉がありますが、「三ない」とは、政治家の寄附について「贈ら

ない・求めない・受け取らない」ということです。つまり、「三ない運動」とは、公職選挙法の政治
家の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動で、「明るい選挙」
推進運動の重要な目標となっています。
問合せ先　選挙管理委員会　内線３４２・３４３

明るい選挙を実現するには

1、政治家の寄附禁止

3、後援団体の寄附の
禁止

4、時候のあいさつ状の
禁止

5、あいさつを目的とする
有料公告の禁止

2、政治家に対する寄附の
勧誘・要求の禁止
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　政治家（候補者、候補者となろうとするもの及び現に公職にある者）が
選挙区内にある者に対して寄附をすること（政党や親族に対するもの及び
政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます）は、い
かなる名義をもってするものであっても禁止されています。�
　なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されてい
ます。�
　また、政治教育集会に関する実費の補償であっても、食事や食事料の提
供は禁止されています。�

　後援団体
（いわゆる
後援会）が、
花輪、香典、
祝儀などを
出すことも
禁止されて
います。�

　政治家は、選挙区内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、暑中見舞状などの時候のあい
さつ状を出すことは禁止されています。�

　政治家や後援会が、�
選挙区内にある者に�
対するあいさつを目�
的として、新聞、雑�
誌、テレビ、ラジオなどにより、有料
の広告を出すことは禁止されています。�

　政治家や後援会が、�
選挙区内にある者に�
対するあいさつを目�
的として、新聞、雑�
誌、テレビ、ラジオなどにより、有料
の広告を出すことは禁止されています。�

　有権者が政治家に対し、寄附を出すように
勧誘や要求をすることも禁止されています。�

卒業祝や入学祝� 秘書等が代理で�
出席する場合の�
結婚祝等�

祭りや旅行�
などへの差し入れ�

落成式や�
開店祝の花輪�

年賀状、�
暑中見舞等�

あいさつ広告�

 448号(05/03)q4  05.2.25  11:08 AM  ページ4



5 2005. 3しらおか�しらおか�
広報広報�広報�

安全な水道水を
お届けします
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「水質検査計画」を新たに策定

�水質検査方法
水質検査の中で、「毎日行う検査項目」については自己検査を

実施し、それ以外の機器分析等を含む検査項目については、すべ
て水道法第20条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた水
質検査機関に委託します。

�水質検査計画及び水質検査結果の公表
水質検査計画は、町のホームページに掲載するほか、水道
課でも閲覧できます。
水質検査の結果については、「広報しらおか」に掲載する
とともに、ホームページで公表します。（水質検査計画は、
４月１日から実施することとなります。閲覧開始も４月１日
からとなります）

�関係者との連携
水道水における水質汚染事故等が発生した場合には、埼玉
県、近隣市町村、その他関係機関と連携し、情報交換を図り、
迅速に対処します。

�問合せ先 水道課施設係　大字高岩２２１１
@（９２）１３０４

町では、皆さんに安全で安定した水道水を供給するた
めに、水質管理や施設維持などに努めています。
この度、水道水の水質基準が改正されたことを受け、

新たに「水質検査計画」策定することになりましたので、
お知らせします。
「水質検査計画」の主な項目等は、次のとおりです。

�基本方針
∏検査地点は、水質基準が適用される給水栓のほか、浄水場
の出入口及び水源とします。

π検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準
項目とします。

∫検査頻度は、水道法及び当町における過去の検査結果など
に基づいて、検査項目に応じて設定します。

�臨時の水質検査
水源等で、次に掲げるような状況により水質基準に適合し
ないおそれがある場合には、臨時の水質検査を行います。
∏水質の著しい悪化及び水源に異常があった場合。
π浄水処理の過程で異常があった場合。
∫過去の水質検査結果から著しい変動があり、水質基準値
を超えるおそれがある場合。

�白岡町水道事業の概要
∏給水概要

π施設概要
白岡町には、町の北東部に位置する高岩浄水場と南東部

に位置する岡泉浄水場があり、自己水源として各浄水場系
で各々４本ずつ計８本の深井戸を有しています。

�水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
白岡町の水源である深井戸は、山林や農地等に囲まれた環
境にあり、水質が汚染されるような状況にはありません。
水源は、深井戸による地下水と埼玉県から購入している県
水を水道水として供給しており、その割合は、２割が地下水、
８割が県水となっています。
水質については、過去５年間の水質検査の結果からは水質
が悪化した兆候は見られず、飲用不適となる水質基準値の超
過は見られません。

�採水地点
採水地点は、給水栓を基本とし、各浄水場の配水系統を考
慮し、浄水４地点、原水８地点とします。

�検査項目及び検査頻度
（１）検査項目

水質検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水
質基準項目（50項目）を始めとして、水道水の水質管理に
必要な項目とします。

π検査頻度
水道法及び当町における過去の検査結果などに基づいて、

検査項目に応じて検査頻度を設定し、水質検査を実施しま
す。

事 業 体 の 名 称  
給 水 区 域  
計 画 給 水 人 口   
計画一日最大給水量   
一 日 最 大 給 水 量    
一 日 平 均 給 水 量  

白岡町水道事業 
白岡町全域 
50,000人 
21,200„ 
18,397„（平成15年度実績） 
13,325„（平成15年度実績） 

区　　　分 内　　　　容 
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